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先日，久々に，作家志望の弁理士である P君に会っ

て一献傾ける機会があった。

P君は企業における開発・特許部門の現場経験が長

く，かつて，次のような話をしてくれたことがあった。

「企業の研究開発部門では，開発と特許をめぐる様々

な葛藤があるので，小説にすると面白いと思う。亡き

城山三郎先生が健在であれば『男たちの特許戦争』の

タイトルで小説化をお願いしたのだけれど，やむなく

自分で構想を練り始めたところです」

P君がすっかりできあがったところで，その後の小

説の進展を聞いてみた。

P君の構想では，ある化学品をめぐる甲社対乙社の

特許戦争のそれぞれの陣営の研究者と知財関係者を主

人公とする 25 年間にわたる大河小説になるとのこと

であった。

さらに，P君は，乙社の剛腕特許部長に渡辺謙，こ

の剛腕部長と渡り合う甲社の研究所主任に堺雅人，彼

をサポートする特許部リーダーに舘ひろし，特許庁の

美貌の女性審査官に檀れいをイメージキャラクターに

して，女性審査官をめぐる恋愛模様もたっぷり描きた

いという。

「当然，堺雅人は俺がモデルだ」

と酔った勢いの P 君はだんだん訳のわからないこと

を言い出すのであった。

＊＊＊＊＊＊

筆者は，恋愛模様のエピソードにあまり興味がな

かったので，専ら，その特許戦争の中身を聞いていた

のだが，P君が完全なフィクションであると言ってい

るにしては，非常によくできた内容で，この部分はむ

しろパテント誌で紹介した方が，我国の産業の発達に

寄与するように思えた。

そこで，小説化にのめり込んでしまっている P君に

代わり，P君が小説として構想した甲社対乙社の特許

戦争の概要と，そこから得ることができる教訓につい

て，筆者がまとめ，パテント誌の読者にお届けするこ

ととなった。
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筆者は，企業における研究開発・特許部門の現場経験が長かった作家志望の弁理士であるP君が，ある化学

品をめぐる甲社対乙社の特許戦争を題材とした大河小説を執筆することを聞き及んだ。

筆者は，構想の中心となる特許戦争の中身が，完全なフィクションだと言うにしては，非常によくできた内

容なので，むしろパテント誌で紹介した方が，我国の産業の発達に寄与すると思った。

そこで，P君に代わり，小説として構想された甲社対乙社の特許戦争の概要と，そこから得ることができる

教訓について，筆者がまとめ，パテント誌の読者にお届けすることとなった。

構想された内容は，さらに弁理士試験の事例問題風にアレンジされ，フィクションの度合がより強くなって

いるが，よくできたフィクションは，誰にも当てはまるように思えてくるという抽象性をもつので，読者には，

現実とフィクションを混同しないよう，くれぐれも留意していただきたい。
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P 君が小説用に構想した内容を，さらに筆者が弁理

士試験の事例問題風にアレンジしており，フィクショ

ンの度合がより強くなってはいるが，よくできたフィ

クションは，誰にも当てはまるように思えてくるとい

う抽象性をもつので，読者は，現実とフィクションを

混同しないよう，くれぐれも留意していただきたい。

第１章 前哨戦（その１）：甲社のベストセラー無

機粉末用添加剤組成物

1

甲社は，日用品から工業用品まで手掛ける総合化学

会社である。

甲社の工業用品事業の中で，特定分野のための無機

粉末用添加剤開発事業部（以下，特定分野添加剤事業

部ともいう）は，安定した市場と技術力，そして特定

分野の末端顧客のための強い営業力を背景に，高い収

益力を誇っていた。

甲社の主力商品は，甲社が製造販売していた無機粉

末用添加剤組成物 X（以下，添加剤組成物 Xともい

う）であった。

添加剤組成物Xは，対象となる無機粉末（以下，特

定無機粉末ともいう）と他の材料（以下，特定材料と

もいう）との混合物（以下，特定混合物ともいう）を

製造する際に，特定無機粉末を分散するための添加剤

として併用される。

添加剤組成物 Xは，芳香族系ポリマーが主剤であ

り，特定無機粉末の分散剤として優れるだけでなく，

特定混合物の硬化後の固化物（以下，特定固化物とい

う）の強度が高いという特徴を有していた。

特定混合物は，特定無機粉末，特定材料及び添加剤

組成物 Xが，屋外に設置されたミキサーで混錬され

た後に，モールド硬化成形されて特定固化物が形成さ

れる。

また，特定混合物は，屋外環境で混錬されるだけで

なく，主要な特定材料が屋外環境下で保管されること

も多かった。

このように，特定混合物が屋外環境で加工される状

況の中，添加剤組成物Xは，屋外温度の高低，降雨な

どによる特定材料の吸水等の変動に影響されない安定

した分散性能を示し，特定分野で使い勝手がよく，し

かも，低価格の商品として高く評価されていた。

添加剤組成物Xは，1980年代末には発売から 20年

を超えており，利益率が高く，特定分野で高いシェア

を有する甲社のベストセラーとなっていた。

2

ところが，1990年代に入り，特定分野の先端トレン

ドにおいて，特定混合物の硬化物である特定固化物に

対して，従来よりも格段に高い強度（以下，超高強度

ともいう）発現性が要求され始めた。

特定固化物を超高強度に加工するために，特定無機

粉末の添加剤組成物には，従来よりも高い分散力と混

錬中の特定混合物をより高粘性にすることが要求され

たが，添加剤組成物Xは，高い分散力の発現性におい

て限界があった。

第２章 前哨戦（その２）：乙社の LC系添加剤の

開発と特許出願戦略

1

一方，乙社は，ビニル系モノマーとビニル系ポリ

マーの製造販売を主力とする世界的化学企業であり，

丙社は，特定分野のための無機粉末用添加剤組成物の

販売業者で，甲社の直接の競合であった。

1980年代半ばに，乙社は，丙社と共同で，特定分野

のための無機粉末用添加剤組成物として，長いグラフ

ト鎖を有するビニル系重合体（以下，LC 系添加剤と

もいう）を開発した。

なお，P 君の命名による略称を断りなく使用する

が，おそらく，

「LC 系」は長鎖グラフトビニル系重合体の略称，

「SC 系」は短鎖グラフトビニル系重合体の略称，

そして，

「SLC 系」は短鎖・長鎖グラフトビニル系重合体

の略称である。

LC 系添加剤は，超高強度特定固化物の製造におい

て，高価格ではあるが，要求される強い分散力と高粘

性を達成したため，1990年代後半から，特定分野の先

端トレンドにおいて，添加剤組成物 Xの強力な競合

商品となった。

また，乙社は，LC 系添加剤の関連出願を主に単独

で行い，1980年代後半から 1990年代初めにかけて基

本特許を取得した。

乙社の LC 系添加剤の基本特許は，特定のビニル系

モノマーに付加されているグラフト鎖の長さを特定の

範囲に限定し（要件Ⅰ），特定のビニル系モノマーの共

重合比を特定の範囲に限定した（要件Ⅱ），特定分野の
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無機粉末用添加剤組成物とその製造方法を内容とする

ものであった。

［乙社の LC 系添加剤の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（a）及び（b）と，

前記単量体（a）及び（b）と共重合可能な単量体（c）と

が共重合してなる，

共重合体又はその塩を含有する特定分野のための無機粉

末用添加剤組成物であって，

要件Ⅰ：前記単量体（a）が，重合度 nのグラフト鎖を有

し，n ＝ 50 〜 100であり，

要件Ⅱ：前記単量体（a），（b）及び（c）の合計 100 重量

％中，

前記単量体（c）の比率が，0 〜 50モル％

である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

2

乙社は，中堅ではあるが営業力がある丙社と組ん

で，丙社が乙社から購入した LC 系添加剤の営業販売

を開始した。

乙社には，乙社研究所の技術情報と，丙社からの営

業情報とから，乙社製 LC 系添加剤が，超高強度固化

物の分野で，添加剤組成物 Xよりも評価が高まって

いることが伝わってきた。

3

特定分野のための無機粉末用添加剤組成物は，一般

家庭用品と異なり，広告を打って短期間に売上が伸び

るというものではなく，全国に分布する数百に及ぶ顧

客工場に対して，長期にわたる試験を行い，四季を通

じて，あらゆる材料に対して分散安定性を有すること

が，顧客の現場作業者に認知されてようやく顧客にお

ける購入が決まる。

乙社と丙社の共同作業は，乙社の基本特許が出願さ

れて 10年を超えた時点で，先端トレンドの分野にお

いて，甲社の牙城に楔を打ち込んだという意味で，花

を開いたことになる。

その一方で，丙社と競合する他の中小販売業者が，

LC 系添加剤類似品を販売し，他社の類似する特許も

次々と公開されてきており，乙社の基本特許も，満了

までの期間が瞬く間に近づいてしまう状況になった。

4

乙社の基本特許が満了になると，以下のような状況

になることは目に見えていた。

まず，乙との共同作業をおこなってきた丙社は，全

く困らないどころか，丙社は他社からの購入への切り

替えをちらつかせながら，値引きを迫ってくるかもし

れない。

また，他社製造販売業者も，LC 系添加剤類似品を

乙社の基本特許の範囲内で改良できることになり，改

良品を安値で大っぴらに販売してくるだろう。

そして，なによりも恐ろしいのは，国内最大手の甲

社が，独自の技術で LC 系添加剤を開発して，乙社−

丙社連合の前に立ちはだかることだった。

さらに問題なのは，現状の LC 系添加剤は，化学構

造が極めてシンプル（だから，中小メーカーでも独自

製造可能）であり，かつ，性能的に極めてバランスが

とれており，基本特許の利用発明になりうる画期的な

改良汎用品が開発し難いため，基本特許の延命特許出

願が容易でないことだった。

このような状況の下で，間近に迫った乙社の基本特

許の満了後の対策は，乙社内で剛腕とうたわれた乙社

特許部の渡辺謙似のW部長に託されることになった。

そして，W部長は，乙社の特許戦略会議において，

かねてから練っていた秘策を披露した。

［参考年表１］
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第３章 前哨戦（その３）：甲社のSC系添加剤の

開発と特許出願戦略

1

ここで，乙社の視点から，甲社の動向を描写してみ

よう。

乙社は，乙社の基本特許が切れる 5年ほど前である

2000年頃から公開されてきた，甲社の超高強度特定固

化物用の添加剤組成物の特許出願に注目していた。

甲社の特許出願は，まず，

・甲社の従来の技術思想の延長上にある，グラフト鎖

を有する芳香族系重合体（以下，GA系添加剤とも

いう）と，

・乙社の基本特許の要件Ⅰ（特定のビニル系モノマー

のグラフト鎖長の範囲）を回避した，短いグラフト

鎖長を有するビニル系重合体（以下，SC 系添加剤

ともいう）

の 2件が公開された。

どちらも，グラフト鎖長を，乙社の基本特許のグラ

フト鎖長よりも小さい範囲に特定し，超高強度固化物

を製造する際の分散力が，従来の LC 系添加剤に比べ

て優れていることを効果としていた。

当時，乙社は，甲社に，LC 系添加剤を販売してい

た。

乙社特許部のW部長は，甲社は，乙社製 LC 系添加

剤を分析して，対抗品の開発に着手しているに違いな

く，上記 2件の出願内容からみて，GA系と SC 系の

どちらでいくかを検討していることは間違いないと確

信していた。

その後，甲社の特許出願は，SC 系添加剤に関する

ものが増加し，甲社の開発の方向が，完全に SC 系添

加剤にシフトしていくことが明らかとなった。

W 部長は，甲社は SC 系添加剤の事業化を選択し

た，と結論した。

それは，甲社が，乙社の基本特許に拘束されずに

SC 系添加剤を販売することによって，乙社の LC 系

添加剤の強力な競合となるだけでなく，乙社の基本特

許が切れた後に，甲社が，LC 系添加剤を自由に製造

販売する技術力を取得していくことも意味していた。

［甲社の SC 系添加剤の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（a）と特定のビニル系単量体（b）

とが共重合してなる共重合体又はその塩を含有する特定分

野のための無機粉末用添加剤組成物であって，

前記単量体（a）が，重合度 nのグラフト鎖を有し，n ＝

1〜 45 であり，

前記単量体（a）と前記単量体（b）の共重合モル比が 0.1

／ 100 〜 100／ 100

である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

2

W部長は，甲社の出願傾向をみながら，乙社特許部

の険しい道のりに思いを巡らせたが，甲社が乙社と同

じ技術的土俵に乗った戦略を選択したことに安堵もし

た。

「こちらの土俵で相撲がとれる。」

3

〔乙社からみた甲社の出願戦略〕

1990年には，甲社の添加剤組成物 Xの基本特許は

期間満了して既に消滅していたが，甲社は，添加剤組

成物 Xの用途開発に伴い，添加剤組成物 Xの用途に

ついて，膨大な数の特許出願と特許取得を行い，鉄壁

の特許網を構築して，他社の添加剤組成物 Xの実施

を完全に封じ込めていた。

甲社は，SC 系添加剤について，同様の特許戦略を

推し進め，短期間のうちに夥しい数の用途限定を中心

とした SC 系添加剤関連特許を出願し，SC 系添加剤

の特許網を構築していった。

乙社は，甲社の出願内容をつぶさに解析していた

が，W部長は，非常に特徴的な以下の 2件について，

見逃さなかった。

・SC 系添加剤と LC 系添加剤を配合した系添加剤（以

下，SC／ LC製剤系添加剤という）の特許出願と，

・短いグラフト鎖長のビニルモノマー（以下，SCモノ

マーという）と長いグラフト鎖長のビニルモノマー

（以下，LCモノマーという）を共重合させ，さらに，

その共重合比を連続的に変化させるという特殊な製

造方法（以下，共重合比連続分布重合法ともいう）

を採用した共重合体（以下，SLC 系添加剤という）

の特許出願である。

［甲社の SC／ LC製剤系添加剤の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（aS）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PS）と，
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特定のビニル系単量体（aL）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PL）とを含有する特定分野のための無機粉末用添加剤組

成物であって，

前記単量体（aS）が，重合度 nsのグラフト鎖を有し，nS

＝ 1〜 45 であり，

前記単量体（aL）が，重合度 nLのグラフト鎖を有し，nL

＝ 50 〜 100であり，

前記単量体（aS）と（b）の共重合モル比が 3／ 97〜 97

／ 3であり，

前記単量体（aL）と（b）の共重合モル比が 3／ 97〜 97

／ 3である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

［甲社の SLC 系添加剤の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（a）及び（b）が共重合してなる

共重合体又はその塩を含有する特定分野のための無機粉末

用添加剤組成物であって，

前記単量体（a）及び（b）を前記共重合反応する際，

前記単量体（a）及び（b）の共重合モル比が段階的又は

連続的に変化し，

前記単量体（a）が，

重合度 n1＝ 1〜 45 のグラフト鎖を有するビニル系単量

体（aS）と，

重合度 n2＝ 50 〜 100のグラフト鎖を有するビニル系単

量体（aL）とから構成され，

10≦ n2− n1

である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

4

〔SC系添加剤の課題〕

乙社は，甲社の SC 系添加剤には，ユーザー展開を

阻むかもしれない課題があることを把握していた。

即ち，乙社研究所は，甲社の SC 系添加剤の基本特

許に基づき，SC 系添加剤を試作し評価した結果，SC

系添加剤は，超高強度固化物を製造する際の分散力が

LC 系添加剤に比べて優れているが，同時に特定混合

物の粘性を大きく低下させてしまうため，ユーザーの

実機試験に当たっては，この課題を解決することを避

けることは難しいであろうと考えた。

実際，甲社が SC 添加剤の強大な特許網を構築する

一方で，乙社から甲社への LC 系添加剤の販売は継続

していた。

そして，甲社の SC 系添加剤の特許網の中に，上記

のような LC 系添加剤を配合する等の長鎖グラフト鎖

を応用した内容の特許出願が現れ出したのである。

5

〔乙社からみたSC系添加剤の改良〕

乙社研究所が，甲社の特許出願に基づき，SC／ LC

製剤系添加剤及び SLC 系添加剤を試作して試験した

ところ，SC 系添加剤の強力な分散力を維持する一方

で，特定混合物の粘性低下が緩和されており，乙社の

LC 系添加剤の強力な対抗商品となることが予想され

た。

また，SLC 系添加剤は，特殊な製造方法を適用し

て，SCモノマーと LCモノマーの共重合モル比を連

続分布させて，異なる一定の共重合モル比を有する複

数の SC 系添加剤と LC 系添加剤の配合系を一剤で設

計しえる，という極めて優れた技術思想を有している

ことが明らかとなった。

さらに，SLC 系添加剤の特許出願の実施例品をみる

と，SCモノマー（ビニル系単量体 as）を，乙社の基本

特許の単量体（c）とみなして，乙社の基本特許の要件

Ⅱ（特定のビニル系モノマーの共重合モル比）を外す

という狙いがあることも理解できた。

乙社の研究所は，甲社の技術センスと特許戦術の巧

みさに感心した。

しかし，一方で，W部長は，甲社の SC／ LC製剤

系添加剤の特許明細書のある記載に注目していた。

「こちらの土俵に完全に乗ってくれた。」

6

乙社は，甲社のホームページ，新聞記事等の外部情

報から，甲社の特定分野添加剤事業の動向をつぶさに

監視していた。

そして，乙社は，甲社が欧米に向けて，SC 系添加剤

を事業展開する気配を読み取っていた。

この情報を得た，W部長は，少し楽しみがでてきた

と感じた。

「これで，秘策の効果が増幅される。」

7

〔甲社の事業及び特許戦略〕

甲社の視点での，甲社の動向にも少し触れておこ

う。

2000年代に近づいた時期において，甲社の添加剤組

成物 Xは，特定分野の主力市場である中高強度固化
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［参考年表２］

［参考勢力図１］(1)

物の分野では，安定した性能と低価格により高いシェ

アを維持したが，特定分野の先端トレンドである超高

強度固化物の分野では，LC 系添加剤の性能を超える

ことができない場面が目立ち始めた。

甲社は，やむなく，丙社から LC 系添加剤を購入し

て営業を展開する一方で，LC 系添加剤に対抗できる

自社新規添加剤の開発に着手した。

甲社は，2000 年代に入った頃，GA 系添加剤及び
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SC 系添加剤を並行して開発した。

甲社は，自社新規添加剤の製造販売事業を具体化す

るに当たり，当初の研究担当リーダーは，甲社の従来

の技術思想の延長上にある GA系添加剤を事業化する

考えであったが，後任の研究担当リーダーが，工業的

な製造技術の完成度が高く，早期の事業化が見込まれ

た SC 系添加剤を事業化することを決定した。

8

甲社は，SC 系添加剤の基本特許を取得する一方で，

SC 系添加剤を使用した無機粉末用添加剤組成物の

ユーザー展開を開始した。

甲社は，さらに，特定分野の様々な用途を限定した

SC 系添加剤の特許出願を行い，2000年代前半から半

ばにかけて毎年 20 件前後の出願を行い，基本特許と

用途出願によって堅固で広範な特許網を構築した。

この時点で，甲社の特定分野添加剤事業部と研究所

は，

・甲社の SC 系添加剤と，乙社・丙社連合は LC 系添加

剤とは，事業・特許共に完全に住み分けがなされて

いる，

・上記及び後述する新規開発品を併せた甲社の特許網

に穴はない，

との感触を得たのであった。

9

甲社は，2000年代半ばに近い頃，SC／ LC製剤系

添加剤と SLC 系添加剤を SC 系添加剤ラインナップ

に加えることによって，超高強度固化物の市場におい

て，乙社から供給を受けていた LC 系添加剤組成物を

展開する丙社と市場で闘える状況となった。

また，甲社は，将来的な欧米展開も視野に入れるに

至っていた。

一方，LC 系添加剤の基本特許の満了まで 2 年足ら

ずに迫っているにも関わらず，新たな特許戦略が伺え

る乙社の出願が公開される気配がなかった。

そして，甲社は，乙社の基本特許の満了日を楽しみ

に待ちつつ，LC 系添加剤の自社製造も視野に入れて

いたのであった。

10

しかし，ここから，徹底した調査と，特許制度の徹

底活用に基づく，甲社をターゲットとする，乙社によ

る壮大な延命特許戦略が開始され，甲社対乙社の壮絶

な直接対決である特許戦争の幕が切って落とされたの

である。

そして，甲社の特定分野添加剤事業部は，まずは地

獄を味わうことになった。

11

このような状況の中，甲社研究所の堺雅人似の A

主任が，2000年代始めに，異動により，甲社の他事業

部門の研究所から，特定分野のための無機粉末用添加

剤組成物の開発を担当する研究所に転勤となり，甲社

の SC 系添加剤の改良・応用研究に携わることになっ

た。

第４章 第１次特許攻防戦：乙社の製法特許戦略

1

乙社は，1980年代半ばに LC 系添加剤の基本特許を

出願した後，15 年間程は，1年に 1件程度の関連出願

をするだけで，乙社と共同開発した LC 系添加剤を使

用した無機粉末系添加剤組成物を製造販売する丙社

も，LC 系添加剤の用途出願を積極的には行っていな

かった。

しかし，乙社の基本特許の満了日（1996 年某月某

日）まで 2年を切った頃から，乙社の延命特許出願が，

継続的かつ大量に出願公開され続けた。

甲社は，乙社の延命特許戦略の内容を知って驚愕し

た。

乙社の延命特許戦略は，以下の 3つの観点から構成

されていた。

観点１：製造ノウハウの権利化による，他社の実施範

囲の限定

観点２：SC 系添加剤の権利化による，他社の実施範

囲の限定

観点３：外国特許網の構築による，他社事業の海外進

出の牽制

これを，乙社の典型的な延命特許出願を挙げながら

説明してみよう。

2

〔乙社の延命特許出願〕

［乙社の製造ノウハウの基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（a）及び（b）とが共重合してな

る共重合体又はその塩を含有する特定分野のための無機粉

末用添加剤組成物であって，

前記単量体（a）が，重合度 nのグラフト鎖を有するアル

コール x重量部と酸 y重量部が反応してなるエステルで，
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n ＝ 1〜 100であり，前記 x及び yが，下記式（Ⅰ）

Z（x，y）≦ 200 （Ⅰ）

である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

なお，Z（x，y）の具体的な式形は省略する。以下，

Z（x，y）を Z値という。

乙社の製造ノウハウの基本特許出願（以下，製造ノ

ウハウ出願ともいう）は，SC 系，LC 系に共通する添

加剤の原料であるエステル系単量体の製造ノウハウを

Z値というパラメータで表現したものであった。

Z値は，エステル系単量体を製造する当業者であれ

ば，当然に採用する技術常識といってもよい要件であ

るため，エステル系単量体を製造及び／又は使用する

他社の実施条件は，乙社の製造ノウハウ出願のクレー

ムの範囲に入っていた。

即ち，乙社の製造ノウハウの基本特許出願がそのま

ま特許になると，

他社は，SC 系添加剤を，新規事業として製造・販売

できなくなるばかりでなく，

他社が，そのエステル系単量体を使用して特定分野

のための無機粉末用添加剤を製造・販売していたとし

ても，先使用権の範囲内に制限され，ユーザーの要望

や市場トレンドの変化に伴う設計変更が困難になり，

他社の事業展開が致命的な影響を被り得ることになる

ことが明らかになったのである。

一方，Z値はあまりに当然のパラメータであったた

め，これまで，ビニル系重合体の原料であるエステル

系単量体まで遡って，Z値が計算できる製造方法を，

文献上で開示した者はいなかった。

さらに，これも当然のことながら，Z値の観点から，

特定分野のための無機粉末用添加剤としてビニル系重

合体を設計するという技術思想を開示した者もいな

かった。

つまり，乙社の製造ノウハウ出願は，公知文献に基

づく拒絶理由を有さず，特許庁も特許査定せざるをえ

ないことになるのである。

3

乙社の製造ノウハウ出願戦略は執拗を極めたもので

あり，上記の出願を皮切りにして，基本特許の満了日

の 2年前頃から以後 10年以上にわたり，10 件から 20

件のオーダーで出願公開され，続々と特許査定されて

いった。

これらの製造ノウハウ出願は，当業者にはあまりに

も当たり前で，出願しようとはあえて考えないため

に，公知文献が存在しないことと，その製造ノウハウ

の効果を特定分野のための無機粉体用添加剤用途に関

連付けて進歩性を確保したことによって，次々と権利

化されたのである。

4

［乙社の SC／ LC製剤系添加剤特許の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（aS）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PS）と，

特定のビニル系単量体（aL）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PL）

とを含む特定分野のための無機粉末用添加剤組成物であっ

て，

前記単量体（aS）が，重合度 nSのグラフト鎖を有し，nS

は 1以上であり，

前記単量体（aS）の特定部位が，炭素原子数 1以上の炭

化水素基であり，

前記単量体（aL）が，重合度 nLのグラフト鎖を有し，nL

は 50 以上であり，

前記単量体（aL）の特定部位が，炭素原子数 1以上の炭

化水素基であり，

前記重合体（PS）中の前記単量体（b）由来の単位の特定

換算の含有量が，

前記重合体（PL）中の前記単量体（b）由来の単位の特定

換算の含有量より 0.1以上大きい特定分野のための無機粉

末用添加剤組成物。

この出願は，出願公開された時点ですでに特許に

なっていた。

甲社の研究所担当リーダーは，甲社の既に公開され

ている SC／ LC製剤系添加剤特許がありながら，何

故，乙社の製剤系出願が特許査定されたのか，目を

疑ったが，以下のような事情が明らかとなった。

甲社の製剤系添加剤の実施例では，LC 系添加剤の

原料単量体（aS）及び（aL）の特定部位の全てが，炭素

原子ではない特定の原子であり，極めて特殊なラボ的

条件で使用される原料で，工業的な大量安定製造に通

常使用されるものではなかった。

ビニル系重合体の専業メーカーである乙社は，甲社
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の製剤系出願のこの点を見逃さなかった。

そして，公知の甲社の製剤系出願の原料単量体（aS）

及び（aL）では，乙社の製剤系出願が設定した課題を

安定して達成することができないと主張した。

また，重合体（PS）及び（PL）における原料単量体

の共重合モル比について，甲社の配合系出願では各重

合体について個別に規定していたが，乙社の配合系出

願では，各重合体の共重合モル比の特定換算値の差を

規定して，効果と関連付けることをした。

即ち，乙社は，乙社の配合系出願を，甲社の製剤系

出願に対して，工業的に安定な性能を有し，甲社の製

剤系出願に開示されていなかった特定換算値の差で特

徴付けられる選択発明出願と位置付け，早期審査をか

けて出願公開前に権利化してしまったのである。

5

この乙社の特許の狙いは，他社が乙社の製剤系特許

に対して先使用権を有しても，他社の SC 系添加剤の

製造販売が先使用権の範囲内に制限され，ユーザーの

要望や市場トレンドの変化に伴う SC 系添加剤の設計

変更が困難になり，他社の事業展開にとって致命的に

近い影響を与えることにあった。

6

〔乙社の外国特許戦略〕

乙社は，製造ノウハウ出願の主要な案件を，米国，

欧州及び中国を中心に外国出願し，外国でも，国内と

同様に次々と権利化していった。

外国には，先使用権制度そのものがないところも多

く，ここでも他社は，SC 系添加剤を主要国で権利化

していたとしても，権利化したそれらの国への輸出販

売又は現地での製造販売が新規事業としてできなくな

り，事業計画に重大な支障が生じてしまうという乙社

の狙いがあり，他社が海外展開を進めれば進めるほ

ど，W部長の秘策の効果が増幅されることになるの

だった。

7

〔甲社の迎撃状況〕

甲社の特許部主席部員であった舘ひろし似の B

リーダーは，事態を重くみて，乙社の延命特許出願を

潰す検討を，研究所サイドの特許担当でもあった A

主任と共に開始した。

しかし，Bリーダーと A主任が先行技術の調査をい

くら行っても，新規性・進歩性不備の証拠となりそう

な先行技術がないことがわかってきた。

乙社の製造ノウハウ出願は，

・当業者がノウハウとして出願することを通常は考え

もしない技術を対象としているため，この技術をス

トレートに記載した先行技術が存在しないこと，

・数少ない有力な先行技術も，既に，乙社が調査して

いた形跡があり，乙社の製造ノウハウ出願では，そ

の先行技術の開示範囲をきれいに回避したクレーム

となっていること

で新規性が確保され，

・これらの製造ノウハウを，特定分野の無機粉末用添

加剤に適用した文献もないこと

で進歩性が否定できず，乙社の配合系出願では，

・甲社の製剤系出願が完全に分析し尽くされており，

甲社に反論の余地がなかったのである。

Bリーダーと A主任は頭を抱えざるを得なかった。

「これでは潰しきれない。」

8

乙社特許部のW部長は，特許部担当主任，そして，

研究所担当主任と共に，静まり返った乙社応接室で，

甲社からの客を待っていた。

甲社が，乙社に話合いを持ちかけ，この日がその最

初の会合だった。

甲社のメンバーが到着し，無言に近い小声の中で名

刺交換を行い，両者が相対して着席した。

甲社側は，事業部担当リーダー，研究所担当リー

ダー，研究所特許担当 A主任，そして，特許部 Bリー

ダーという陣容だった。

この日は，まずはご挨拶で本題は次回からか，と鷹

揚に構えていたW部長は，甲社 Bリーダーからの，

「貴社の出願・特許はいずれも拒絶・無効理由を有する

が，潰さない。当然に他社は無償で実施できますね」

との切り出しに，やや不意を突かれた。

「何と強気な」

しかし，今や自ら構築した特許戦略の有効性を微塵

も疑っていなかったW部長は，Bリーダーの提案に

対して，

「ご自由に潰して下さって結構です。但し，国内外で 1

つでも残れば，それを活用させてもらいますよ」

この回答を聞いて呆然とする甲社メンバーに，W部

長は薄気味の悪い笑顔を返した。

9

その後，W部長は，乙社の延命特許の範囲内で LC

系添加剤を採用していることであろう丙社の競合の多
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［参考年表３］

［参考勢力図２］(2)

くからの，先使用権を認めることを条件とした実施許

諾契約にサインをした。

ここに，W部長の秘策は成功の結末を迎え，乙社に

は，丙社の競合他社からの莫大な実施許諾料が見込ま

れ，特に，海外事業を目指す競合他社からは，その海

外事業が成功すればするほど，乙社が潤うという状況
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が形成され，W部長の秘策の効果が増幅されることに

なった。

そして，競合他社は，乙社の利益のために事業を行

いかねないという深刻な状況に陥ったのである。

第５章 第２次特許攻防戦：甲社の製剤特許戦略

1

甲社研究所の A主任は，自ら，SC／ LC製剤系添

加剤の研究開発に従事しながら，甲社の特定分野のた

めの無機粉末用添加剤組成物事業をこの惨状から脱却

させるため，甲社と乙社の特許状況を改めて分析して

みた。その結果，以下の状況が見えてきた。

（１） 他社の有する特許・出願が，乙社の実施に影響

を与えるいわゆるカウンター特許となりえていな

いことが，乙社の独占を許した直接的原因であ

る。

（２） 甲社の有する特許・出願が，乙社に対してカウ

ンター特許となりえていないのは，

甲社の特許戦略が，自らの独自技術（SC 系添

加剤）を守る観点からのみ策定されたのに対し

て，

乙社の特許戦略は，自らは製造しない範囲（SC

系添加剤）にまで技術思想を拡充する観点から策

定されたという特許戦略の相違に原因がある。

（３） 乙社は，自らの得意技術の原料であるエステル

系単量体及びビニル系重合体の製造技術に着目

し，無尽蔵に延命特許出願を行うことができた。

（４） 乙社は，先行技術（特に，他社の出願と事業）

を徹底的に調査し，延命特許出願を意識的に権利

化していった。

2

そこで，A主任は，この状況を逆の観点から整理し

なおすことで，甲社の特許戦略の再構築を図ることに

思い至った。

（Ⅰ） 乙社に対するカウンター特許を権利化するた

め，自らは製造しない範囲（LC系添加剤）にまで

技術思想を拡充する観点から甲社の開発技術を権

利化する。

（Ⅱ） 乙社にはない自らの得意技術に着目し，カウン

ター特許出願を行う。

（Ⅲ） 先行技術（特に，乙社の出願と事業）を徹底的

に調査し，カウンター特許出願を意識的に権利化

する。

3

A主任は，さらに，具体的なカウンター特許戦略に

直結する上記（Ⅱ）及び（Ⅲ）を以下のような観点か

ら行った。

（ⅰ） 甲社は，独自技術である SC 系添加剤の特徴を

最大限生かし，その欠点を補完するため，あえて

技術上の最大のライバルである乙社から LC 系添

加剤を購入して商品設計を行った。

これは，顧客ニーズの実現に徹底的にこだわる

甲社全体のキャラクターにおいて，独自技術の貫

徹にこだわる甲社研究所と，現実的ノウハウを総

動員するのにやぶさかでない甲社事業部の，事業

推進上の拮抗から生まれてくる結果でもあった。

その結果，甲社商品ラインには，甲社研究所に

とっては不本意であろう，複数種の LC 系添加剤

だけからなる甲社らしからぬ商品も少なからず

あった。

しかし，甲社の特定分野のための無機粉末用添

加剤組成物の製剤設計は，顧客からの容赦ない過

酷な技術的要請に応えるため，甲社研究所の開発

系研究員の精鋭が，営業部員と共に。全国の数百

の顧客工場の現場に這いつくばって入手した情報

を基礎に，四季の時間スケールで検討した末に完

成した極めて高度な技術となっていたのである。

即ち，このような研究員と営業員の地道な努力

の結果，甲社は，実は，他社の追随を許さない高

度な特定分野のための無機粉末用添加剤組成物の

製剤技術を有するに至っていたのである。

（ⅱ） 一方，特定分野のための無機粉末用添加剤組成

物は，多様な材料と四季を通じた温湿度の中で，

特定混合物を製造できなくてはならないため，

LC 系添加剤といえども，特定構造の 1種類だけ

で安定した無機粉末用添加剤組成物を構成でき

ず，グラフト鎖長と共重合比の異なる複数の LC

系添加剤を配合し，その上で，夏場と冬場，材料

の種類等によって配合比率を微妙に調整する必要

があった。

即ち，特定分野のための無機粉末用添加剤組成

物は，LC 系添加剤の配合は不可欠だった。

さらに，このような製剤技術は，末端ユーザー

には開示されておらず，多くはノウハウとなって

いた。

（ⅲ） 乙社は，LC 系添加剤の高度な製造技術を有す
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るものの，その LC 添加剤を配合して特定分野の

ための無機粉末用添加剤組成物を設計するのは丙

社であったため，多彩な LC 系添加剤の製剤技術

を有してはいなかった。

さらに，乙社−丙社連合は，強力な研究所を有

する乙社が主に特許出願をして，丙社は営業に徹

しほとんど出願していなかった。

（ⅳ） 上記（ⅱ）及び（ⅲ）の状況を反映して，乙社

には特定分野のための無機粉末用添加剤組成物の

製剤技術が蓄積せず，その結果，LC 系添加剤の

製剤技術に関する出願をあまりしていなかった。

（ⅴ） さらに，乙社研究所も認める，甲社独自製造技

術である甲社の SLC 系添加剤に適用された共重

合比連続分布重合法の基本特許は，使用するモノ

マーが全て LCモノマーである場合も包含してい

た。

4

そこで，A主任は，甲社のカウンター特許戦略とし

て，

甲社の「得意技術」である LC 添加剤の製造技術と，

甲社の「独自 LC 系添加剤」である共重合比連続分

布重合法に関する特許（以下，併せて製剤系特許とも

いう）の出願と権利化に注力することを考えた。

A主任は，これらの出願が国内外で権利化される

と，乙社と丙社は以下の影響を受けうるので，相応の

牽制力があることを予想した。

① 丙社が，甲社の製剤系特許の直接の影響を受けう

る。

② 乙社は，国内外で，甲社の製剤系特許の間接的な

影響を受けうる（特許法 101条 2号及び 5号を最大

限活用しうる）。

③ 丙社は，現状実施している LC 添加剤の製剤系製

品を内容とする先使用権の範囲内に実施が制限され

うる。

④ 丙社による LC 系添加剤の実施が制限されれば，

当然に，その LC 系添加剤の供給量は滞ることにな

り，乙社の事業は少なからぬ影響を受けることにな

ろう。

5

A主任は，事業部・研究所の開発会議で，対乙社カ

ウンター特許戦略として，独自開発技術以外の他社か

らの導入技術の権利化には消極的な，甲社の特定分野

添加剤事業部に対応する甲社研究所の研究 Grの伝統

的な特許戦略観を棚上げし，製剤系特許戦略を開始す

ることを提案した。

さらに，A 主任は，早くても権利化が 2 年後であ

り，特許網の体裁が形成されるのが 5年後であるとい

う甲社の研究開発においては異例に気の長い戦略に対

して，甲社各部門の協力をとりつけるべく粘り強く説

得を重ねた。

その中で，特許部 Bリーダーは，A主任の製剤系特

許戦略の最初の理解者となり，また，共重合比連続分

布重合法の発明者である向井理似の若手のホープであ

る C研究員の全面的な協力を得て，甲社研究所の A

主任と C研究員，そして甲社特許部の Bリーダーと

いう最強の布陣の下で，製剤系特許の出願・権利化作

業が進められた。

6

そして，3年の月日が流れた。

乙社特許部のW部長は，しばらく前から，甲社の

A主任が発明者に名を連ねる甲社らしからぬ特許出

願が公開され出していることに気が付いていた。

W部長は，3年前の甲社との最初の会合が終了した

後，そこに出席していた甲社の堺雅人似の A主任が

何者なのかを調査していた。

A主任は，2年ほど前に甲社の他事業部門の研究所

から異動してきたばかりで，異動前の研究所では無機

粉末用添加剤組成物とは全く縁のない繊維製品関係の

開発に従事しており，異動後も特定分野のための無機

粉末用添加剤組成物の特許出願をほとんどしていない

ことがわかった。

特定分野のための無機粉末用添加剤組成物は，前述

したように，改良された添加剤が市場で受け入れられ

るのに少なくとも 3年はかかり，開発者には経験に基

づく高度のノウハウが要求されるので，甲社にとって

極めて重要であった 3年前の会議に，何故，この分野

で，キャリアもなく，肝心の特許出願もあまりしてい

ない研究員を出席させたのか，W部長も首をかしげざ

るをえなかった。

しかし，一方で，A主任の異動前の研究所での出願

活動をみると，異質の繊維を組み合わせて複合的な機

能を発現させる複合繊維を応用した出願が多く，当時

ほとんど注目されていなかったパラメータ特許に精力

的に取り組んでいることなどが，W部長の気を引いて

いた。
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7

〔甲社の製剤特許出願網〕

そんなことをW部長が思いだしている間に，甲社

の製剤系特許出願が次々と公開された。

甲社の製剤系特許出願は，以下のような出願群から

構成された。

・異なるグラフト鎖長と異なる共重合比の複数の LC

系添加剤の配合系の出願（例えば，下記の［甲社の

製剤系添加剤の基本特許］を参照のこと），

・特定分野の中のさらに特定の用途に限定した LC 系

添加剤単独又は製剤系の出願（（例えば，下記の［甲

社の LC 系添加剤の用途特許］を参照のこと），そし

て，

・共重合比連続分布重合法の特定分野の中の各用途別

の出願。

甲社は，徹底した先行技術調査に基づき，

・乙社の製剤系特許と重複しない可能な限り広い範囲

の製剤系を意図的に特許請求の範囲に含め，

・丙社が出願していない特定分野の多様な用途につい

て，LC系添加剤単独系も特許請求の範囲に含め，

・共重合比連続分布重合法について，製法，用途にま

たがる広範な特許網を構築した。

［甲社の製剤系添加剤の基本特許］

【請求項１】

特定のビニル系単量体（aA）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PA）と，

特定のビニル系単量体（aB）と特定のビニル系単量体

（b）とが共重合してなる共重合体又はその塩である重合体

（PB）

とを含む特定分野のための無機粉末用添加剤組成物であっ

て，

前記単量体（aA）が，重合度 nAのグラフト鎖を有し，nA

は 50 〜 100であり，

前記単量体（aB）が，重合度 nBのグラフト鎖を有し，nB

は 1〜 50未満であり，

前記重合体（PA）中の前記単量体（b）由来の単位の含有

量 xA（重量％），及び，

前記重合体（PB）中の前記単量体（b）由来の単位の含有

量 xB（重量％）に対して，

積 nAxAが 5000 〜 30000，積 nBxBが 30 〜 5000（但し，

5000は除く）

である特定分野のための無機粉末用添加剤組成物。

［甲社の LC 系添加剤の用途特許］

【請求項１】

無機粉末用添加剤組成物を含む無機粉末が貧配合である

特定混合物であって，

前記無機粉末用添加剤組成物が，

重合度 1〜 45 のグラフト鎖を有する特定のビニル系単

量体（aL）と特定のビニル系単量体（b）とが共重合してな

る共重合体又はその塩である重合体（PL1）と，

重合度 50 〜 100のグラフト鎖を有する特定のビニル系

単量体（aL）と特定のビニル系単量体（b）とが共重合して

なる共重合体又はその塩である重合体（PL2）とを含有する

特定混合物。

8

甲社の製剤系特許出願には，営業レベルのノウハウ

がふんだんに盛り込まれており，乙社では思いもつか

ない現場実務上の効果を前面に出していた。

また，甲社の製剤系特許出願の多くに，配合技術と

いう公知技術に覆われているかに見える中を，パラ

メータによって，その広い公知領域を巧妙に避けて新

規性のある隙間領域を広く権利範囲に含めてしまうと

いう高度な特許手法が適用されていた。

9

これらの出願網に，甲社が，事業部・研究所・特許

部が一丸となって，極めて戦略的な巻き返しを図って

きたことが鮮明に読み取れ，W部長は底知れないもの

を感じた。

しかし，乙社特許部は威信をかけて，甲社の出願網

の権利化阻止を図った。

甲社の配合系特許出願の審査において待ち受けてい

たのは，乙社の執拗かつ精緻な内容の情報提供の山で

あり，ここに，甲社対乙社の特許戦争の直接対決の後

半戦が開始された。

10

乙社の情報提供は，当然に無記名であったが，その

内容は乙社でなければ主張しえない，専門性に裏打ち

された無効審判請求理由にも匹敵するものであった。

檀れい似の美貌の審査官が，乙社の情報提供に沿っ

た拒絶理由を出す場合も多く，乙社の情報提供と甲社

の意見書に挟まれて，容易に査定が出せない状況も伺
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［参考年表４］

［参考勢力図３］(3)
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えた。

また，乙社の情報提供に対して，補正案等を提示し

た甲社の上申書に対して，乙社は，さらに情報提供を

仕掛けており，乙社の甲社出願の権利化阻止活動は徹

底的かつ執拗であった。

乙社は，甲社に対抗して，乙社が出願した数少ない

製剤系特許出願の比較例を分割出願して権利化を図る

等，乙社の製剤系特許出願を権利化する執念をみせ

た。

11

A主任と Bリーダーの徹底した先行技術調査と C

研究員の的確な技術的見解に基づく，A主任と Bリー

ダーが作成した精密な意見書内容が効を奏して，甲社

の製剤系特許出願は，際どい場面をくぐりぬけながら

権利化を重ねていった。

また，A主任は，今や，弁理士資格を有する甲社特

許部の主任となり，Bリーダーの下で特定分野添加剤

事業の対乙社カウンター特許出願を含め，主任となっ

た C研究員を始めとする研究陣の新規開発技術の出

願サポートも精力的に行っていた。

12

A主任と Bリーダーを中心とする甲社特許部と C

主任を中心とする甲社研究所による製剤系特許出願の

権利化に向けた闘いが続く一方で，甲社の特定分野添

加剤事業部では，事業部長が代替わりした。

新たな柴田恭平似の甲社の D事業部長は，LC 系添

加剤の国内・海外展開が順調に推移しているのに利益

がでていないこと，そしてその原因が乙社との特許抗

争にある点を憂慮した。

この時点で，A主任と Bリーダーは審査対応に忙殺

されており，特許部・研究所は，甲社の製剤系特許出

願について取得した特許権を乙社に行使することを本

格的に検討する段階に至っていなかった。

また，W部長の剛腕に一度は崖淵まで追いつめられ

た衝撃の余韻は続いており，特許部と研究所は，権利

行使のタイミングに慎重になっていた。

しかし，事業部と研究所の合同開発会議で，D事業

部長は，対乙社カウンター特許戦略が，乙社の壮絶な

抵抗の中で成果が出始めていることが報告されたのを

聞いて，乙社が，甲社の特許戦略を相当に意識してい

ることを感じ取った。D事業部長は，今が，乙社と話

合いをする絶好の機会であると判断した。

13

乙社特許部のW部長は機嫌が悪かった。

このところ，社内外から，

「甲社の特許は何とかならないのか」

「甲社を完全に封じ込めたとのことではなかったのか」

とのプレッシャーが高まってきたのである。

そんなある日，W部長宛に，甲社の D事業部長か

ら，一度話し合いをしませんか，との申し入れが記載

された着任の挨拶状が送付された。

14

乙社は「何の手土産もなく，そのような申し入れを

受けるわけにいかない」といいながらも，甲社の話合

いの申し入れを断ることはせず，併せて，甲社宛に，

手土産リストを送付した。

D事業部長からの突然の連絡で，手土産をもって乙

社と話合いをすることを知った A主任と Bリーダー

は，手元に届いた乙社の作成したその手土産リストを

開いた。

彼らは，そこに，共に権利化を進めている甲社の製

剤系特許がズラリと並んでいるのを見た。

第６章 教訓

1980年代半ばに，乙社が，特定分野のための無機粉

末用添加剤に適した LC 系添加剤の特許権を取得した

ことに端を発した甲社対乙社の特許戦争は，25 年を経

て痛み分けの状況で両社の権利関係が一定の均衡をみ

るに至った。

知的財産権に関わる筆者にとって，このよくできた

フィクションから，多くの教訓と得ることができると

思うので，以下にまとめてみた。

なお，このフィクション中の，甲社，乙社，丙社の

特徴，及び，登場メンバーについての説明は，P君の

原作小説（以下，原作小説ともいう）の設定に依って

いる。

［特許制度の観点から］

１．特許制度の趣旨について

全体を通して，甲及び乙の両社は，お互いの特許権

を尊重しあうことを前提に，特許制度のルールを最大

限に活用した権利化及び権利行使を行おうとしてお

り，この両社の姿勢は尊敬に値する。

現実の企業活動も，当然のことながら，このような

正々堂々とした正攻法によって権利化及び権利活用を
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行うことが，結果として最も合理的で強固な事業防衛

をもたらし得ることを，改めて考えさせられた。

両社の特許出願網は，開発の方向性と特許戦略が，

公開された特許情報だけで読み取れるほどに系統だっ

ており，各特許出願には，発明の背景，技術的意義及

び構成が適切に開示されている。

そして，両社は，相手方の特許情報を徹底的に解析

した上で，自己の得意技術の権利化とその有効な活用

を図った。

特許権という，企業の事業の浮沈を左右する強大な

権利は，両社のような正当な開示の代償として付与さ

れる，という特許制度の基本的な意義が実感できるよ

うに思える。

２．特許法の下，発明平等の原則

乙社の製造ノウハウ特許も，甲社の製剤系特許（共

重合比連続分布重合法のアイデアは優れているが）も

技術的に高度なものとはいえない。

乙社の製造ノウハウ特許の対象に至っては，現場技

術者の工程管理の範囲内で知得されるレベルの内容と

いっても過言ではなく，また，乙社の SC／ LC製剤

系添加剤特許は，甲社先願の技術の特殊性を突いただ

けのものである。

このような出願を特許査定にするにあたって，特許

庁も割り切れない思いがしたであろう。

しかし，乙社の出願発明は，新規性・進歩性の要件

を満たし（何しろ，誰も出願していない製造ノウハウ

なのである），製造方法だけに顕著な記載要件不備も

ない。

即ち，乙社は，パイオニア発明ではなく，世界で誰

も試みなかった公知になっていないが，現場では誰も

が知っている（潜在的周知技術とでもいえばいいのか

もしれない）ノウハウを権利化するというパイオニア

特許戦略によって，甲社の伝統的な特許戦略に勝利し

たのである。

一方，甲社では，独自開発技術は高い社内評価を受

け，特許出願が奨励されるが，他社技術を配合して完

成した製剤系製品は，いわゆる混ぜ屋の仕事として評

価が高いとはいえず，特許出願も積極的に奨励されて

いるとは言い難い。

これは，現実の企業にも当てはまる場合が多いであ

ろうし，純粋に科学技術として評価する，あるいは事

業の新たなパラダイム構築に貢献する技術という観点

からは間違ってはいない。

しかし，このような観点からだけの評価をしていて

は，多くの研究開発者が従事する日々の改良改善の蓄

積である製剤系製品について，開発者自身が自己の発

明創作活動を評価しなくなり，出願活動が低下するこ

とにもつながりうる。

純粋な科学技術あるいは事業の新たなパラダイム構

築に貢献するという観点からは決して高い評価を受け

るとはいえない開発成果も，乙社が延命特許戦略で

行ったように，また，甲社の A主任が製剤系特許戦略

において行ったように，競合他社を恐怖のどん底に落

としめるような，事業防衛にとって極めて有効な特許

戦略を構成しえるのである。

そして，通常はあたりまえの成果であると評価され

がちな製剤系製品であるが，実は，開発企業のキャラ

クターに基づく，営業も含めた開発者のノウハウが密

に詰まった高度な開発企業独自の技術になりうるので

あり，これはその企業にとっての立派な知的財産なの

である。

このことを認識した A主任がしたように，製剤系

製品も，徹底した先行技術調査に基づいてクレームを

戦略的に構成すると，少なくとも新規性・進歩性を確

保することがそれほど難しくはない場合があるのであ

る。

このように，甲社対乙社の特許戦争の主役となった

発明群をみると，技術的観点からみてどのようなレベ

ルの発明であろうと，特許制度の下では平等に権利化

でき，切り口さえ確かであれば，絶大な効力を有する

権利となることを改めて認識できたように思う。

３．先行技術調査前提の原則

乙社の製造ノウハウ出願と，甲社の製剤系出願は，

共重合比連続分布重合法を除けば，文献に現れていな

いであろう潜在的周知技術と，見方によっては単に混

ぜるだけの技術であるので，これらを効率よく，確実

に権利化するには，徹底した先行技術調査が不可欠で

ある。

これらの出願を，積極的に権利をとりに行くという

姿勢で行う場合，漫然と広くクレームを構成して，審

査で，挙げられた先行技術をみてクレームを狭く補正

するという通常の方法は，特に，乙社がしたような高

度の専門性に裏打ちされた情報提供の下では，立ち行

かない。
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その場合の先行技術調査は，特許制度の深い理解が

あればあるほど効率よく，適切な先行技術を拾い上げ

ることができ，この適切な先行技術の拾い上げ作業

は，意外にも開発研究者にはできない場合が多く，む

しろ特許制度の深い理解を有するはずの特許部ができ

なければならない業務でないかとも思うのである。

乙社も甲社も，先行技術調査を，特許部（W部長，

Bリーダー）と特許制度に果敢に取り組む研究員（乙

社研究員，A主任及びC研究員）が中心になって行っ

ていたことには必然性があろう。

この観点からの先行技術調査の在り方については，

別の機会に，筆者の持論をまとめてみたいと思ってい

る。

４．特許制度に正面から向き合うということ

甲社の製剤系特許戦略に対して遅れをとった乙社

が，既存の製剤系出願の比較例を分割出願して権利化

を図ろうとする場面がある。

例え，比較例であろうと，その出願に包含される 2

以上の発明のうちであれば，分割出願してよいのであ

る。

原作小説では，甲社の A主任が，この分割出願の明

細書を理解することができずに困惑する場面がある。

原出願の明細書に，比較例が課題解決手段らしく記

載されていることなど，まず考えられないことであ

り，そのような部分だけが残された明細書など，ほと

んど意味の通らない技術文章になっていたことであろ

う。

特許について多少の見識をもっていると自負してい

た A主任は，このことに衝撃を受け，特許制度を本格

的に理解しなくては乙社に対抗することは困難と考え

て，弁理士の資格取得の決意を固めたことになってい

る。

原作小説では，特許制度，さらに広く法制度は，正

直に向き合う（当たり前に考える）ことで，隅々まで，

かつ合理的に活用できることに繋がることがよく分

かった，と A主任に言わせている。

５．先使用権について

先使用権のなんとも頼りない現実を少しでも感じて

いただけただろうか。

先使用権があるから，わざわざ，手の内を曝け出す

ような出願をする必要はないのではないか，という発

言は現実の開発の現場でもよく聞かれる。

しかし，先使用権は，

・相手方の特許に対する侵害を自白することになる，

・将来的な改良を，先使用権の範囲内で行わなければ

ならない（しかも，「先使用権の範囲内」は裁判所が

判断するまで確定しない点にくれぐれも注意して欲

しい），

・外国には先使用権の制度がない場合が多い，

等を考慮すると，先使用権頼みの姿勢は，緩慢に窒息

死することを選択するに等しいのである。

原作小説では，何回目かの甲社と乙社の話合いで，

乙社の執拗な権利侵害の追求に対して，甲社特許部の

Bリーダーが，先使用権の有無を言うことなく，甲社

工場の古い操業記録をチラッとW部長に見せて，そ

れを見たW部長が，その特許権についてはそれ以上

の追求を諦める場面がある。

実務上は，このような隠し味的な使い方がなされれ

ば，先使用権の活用としては上出来なのではないだろ

うか。

６．物の特許 vs 製造方法の特許

甲社は，SC 系添加剤を，「物」とその用途について

の壮大な特許網を構築して保護しようとした。現実の

企業でもこのような「物」の特許出願志向は強い。

しかし，乙社がやってみせたように，「製造方法」の

特許権によっても，「物」の特許権と刺し違えることが

十分に可能であることは注目してよいと思う。

化学の発明の場合，現実の企業は，真に新規な化学

物質ばかりを開発しているわけではなく，製造方法を

工夫して化学物質の物性を改良している場合も多い。

その場合に，「物」の特許権にこだわるあまり，実際

には製造方法に特徴があるのに，必ずしも権利行使が

容易とはいえないプロダクト・バイ・プロセスクレー

ムに頼って「物」の発明として出願する場合が多く見

受けられる。

もちろん，「物」の発明として出願する志向は大切な

のであるが，その技術思想が，実は「製造方法」の発

明としての方が合理的に保護できる場合も少なからず

あることにも留意する必要があろう。

７．特許権の効力について

1

特定分野添加剤を末端ユーザーに販売する甲社と，
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特定分野添加剤の原料となるポリマーの供給メーカー

である乙社とでは，守ろうとする対象事業が異なる。

甲社は，特定分野添加剤事業の川下である特定分野

添加剤の商品販売及びその用途事業を，守るべき主対

象とするに対して，乙社は，特定分野添加剤事業の川

上である原料ポリマーとさらにその原料モノマーに遡

る基礎原料製造事業を，守るべき主対象とする。

甲社は，様々な事業分野を擁する大企業であり，工

業用品関連事業については，

縦断的組織として，工業用品の事業分野毎に顧客

ニーズを吸い上げる事業部（これらにより化学品開発

事業本部が構成される）と，その顧客ニーズに応える

ための商品開発をする各事業部対応の商品開発研究

Gr（これらにより化学品開発研究所が構成される）が

置かれる。

例えば，化学品開発事業本部の 1単位である特定分

野添加剤事業部には，化学品開発研究所の一単位であ

る特定分野添加剤研究 Grが対応している。

横断的組織として，日用品及び工業用品の各事業に

共通する基礎原料の製造研究をする原料製造研究所が

置かれている。

乙社の延命特許網の権利化により直接影響を受けう

るのは，甲社の原料製造研究所がサポートする原料モ

ノマーと原料ポリマーの生産のうち，特定分野添加剤

事業に繋がる用途である。

甲社の原料製造研究所からみれば，甲社の全事業の

中のたかだか 1事業向けの用途に，それらの原料モノ

マーと原料ポリマーが供給できない可能性があるだけ

のことであり，ほとんど痛痒を感じない程度の影響し

かない，ともいえる。

従って，乙社による製造方法の権利化で，甲社の原

料製造部門がほとんど影響を受けないにもかかわら

ず，特定分野添加剤事業全体が麻痺してしまうほどの

影響があることについて，特定分野添加剤事業部と特

定分野添加剤研究 Grは割り切れない思いをしたこと

と思う。

逆に，乙社は，甲社の製剤系特許によって直接的に

影響を受けうるのは丙社であるにもかかわらず，その

ために乙社の原料ポリマーの供給が滞るほどの影響を

受けるうることには衝撃を受けたと思われる。

このように，特許権の効力は，近接作用的にあらゆ

るルートを伝搬するにもかかわらず，最終的に影響を

受ける当事者には，どこを経由してきたのかわからな

い遠隔作用的な様相で到達するように見える。

従って，特許戦略を構築する場合，乙社のW部長

や，甲社の A主任が検討したように，特許権の影響が

相手方にどのように伝搬してどのような影響を与える

のかを十分に検討することが必要である。

2

以上の観点から，さらに面白い命題が導かれる。

即ち，甲社と乙社は，互いの戦術を取り込めるか，

という命題である。

具体的には，甲社の原料製造研究所が，製造ノウハ

ウの権利化を乙社に対抗してなしうるか，逆に，乙社

が，特定分野添加剤の多様な製剤技術の権利化を対抗

してなしうるか，という命題である。

この命題の解は「否」であると思われる。

甲社が製剤技術を，乙社が製造ノウハウをそれぞれ

独自技術として権利化できたのは，甲社が川下事業を

中心に，乙社が川上事業を中心に実施することから生

じる企業のキャラクターの相違に根差してのことであ

ると思われる。

甲社の原料製造研究所が，たかだか一つの用途のた

めに，全事業に共通する製造ノウハウをグローバルに

開示して権利化することに事業的価値を見出すことは

難しいだろうし，乙社の専門性の高い製造研究員が，

特定分野添加剤の使用現場に這いつくばって現場ニー

ズを直接収集することに事業的価値を見出すこともや

はり難しいだろう。

甲社と乙社のような業態の全く異なる企業が，独自

の特許戦略に基づいて，互いが全く意図しない対象を

権利化しても，互いを拘束しあう結果に至りうるので

あるから，特許権の効力の本質というのは奥が深い，

と原作小説中で A主任は語っている。

なお，原作小説によれば，乙社は，甲社の製剤系特

許戦略をそのまま取り入れることはしなかったが，甲

社の具体的技術である共重合比連続分布重合法の技術

を，様々なポリマー原料の添加時に適用した発明を多

数出願しており，乙社の貪欲な特許戦略は健在であっ

た。

［特許戦略の観点から］

前節で，甲社と乙社の企業文化の相違に触れたが，

もう少し具体的に，甲社と乙社の特許戦略の相違を，

各社の企業キャラクターの観点から考察してみたい。
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１．甲社のキャラクター

1

まず，甲社の工業用品事業本部の主力事業部である

特定分野添加剤事業部が，何故，その屋台骨が傾きか

ねないほどに，乙社のW部長に追い詰められたのか

を考えてみたい。

2

甲社特定分野添加剤事業部と特定分野添加剤研究

Grは，2000年代半ばには発売から 30年を超え，利益

率が高く，特定分野で高いシェアを有する独自技術で

ある添加剤組成物Xを中心に商品開発を行ってきた。

従って，特定分野添加剤研究 Grは，乙社に 10年遅

れたとはいえ，乙社の LC 系添加剤の基本特許とは完

全に住み分けた範囲で権利化した SC 系添加剤を，と

ことん守るべき独自技術として位置付けていた。

このような事情の下，甲社が，一枚看板の添加剤組

成物Xを厚い用途特許網で守ってきたと同じように，

特定分野添加剤研究 Grのいわば虎の子である SC 系

添加剤の特許戦略を，自らの独自技術を守る観点に重

点を置いて策定してしまったことは無理もないといえ

る。

また，甲社の研究組織が，事業毎の縦割りである化

学品開発研究所と，全事業分野に共通する原料製造研

究所に分離している関係で，特定分野添加剤の製造研

究は，原料製造研究所がサポートする既存原料モノ

マーを利用して，特定分野添加剤の構成ポリマーの設

計を，特定分野添加剤研究 Grが商品開発研究の中で

行っているにすぎない。

従って，特定分野添加剤の用途に特化した甲社の製

造研究の規模は，ビニル系モノマーとポリビニルポリ

マーの分野では絶対的な技術力を誇る乙社に比べれば

遥かに小さい。

甲社の原料製造研究所にとって既存原料モノマーは

事業的な優先順位が低いであろうから，特定分野添加

剤研究 Grの製造方法カテゴリーの特許網が手薄にな

ること，そして，甲社の特定分野添加剤研究 Grが，物

と用途のカテゴリーで特許網を構築する志向が強くな

ることも無理はないといえよう。

原作小説によれば，このような背景の下で，甲社の

SC／ LC製剤系添加剤出願の開示の不足という事態

が発生したとある。

即ち，甲社の SC ／ LC 製剤系添加剤の開発には，

特定分野添加剤研究 Grの製造研究の専門家である C

研究員が参加していなかったため，製造条件の当否を

チェックし切れなかったのである。

実施可能要件は満たしており，通常であれば問題に

ならなかったところ，乙社の標的になってしまったた

めに運の悪いことになってしまったといえる。

3

社内の人の異動の観点からは，以下のことがいえ

る。

甲社は，多様な事業を抱える大企業によくみられる

ように，人の異動は，甲社の特定分野添加剤事業部又

は特定分野添加剤研究 Grの中だけで行われるわけで

はなく，広く，他の事業本部又は他分野の開発研究所

との間で行われる。

そのため，特に研究所担当者は，乙社のように長期

にわたり同一の分野に在籍することがまれとなり，乙

社のように専門的な観点から長期にわたり特許戦略を

構築する志向が強いとはいえない。

4

以上のような甲社が必然的に抱える事情から発生す

る甲社の特許戦略の弱点を全て解析して突いてきたの

が乙社であったといえる。

一方，甲社の特定分野添加剤事業の窮状を救ったの

は，やはり先に挙げた甲社のキャラクターなのであ

る。

5

甲社は，多様な事業を抱える大企業であるが，日用

品事業を母体にして拡大してきた経緯から，どの事業

においても，顧客ニーズの実現に徹底的にこだわり，

事業部・開発研究 Grが一体となって商品開発を行う

という確固とした企業文化を有しており，特定分野添

加剤事業も例外ではなかった。

特定分野添加剤事業部においても，顧客ニーズの吸

い上げ→技術課題抽出→課題解決手段策定→顧客現場

検証の流れを，事業部・開発研究 Grが一体となって

行うからこそ，製剤系商品に蓄積されるノウハウは，

乙社―丙社連合が到底及ばない高度なものとなった。

そのような企業文化に属する A主任が，全く異質

の技術分野から特定分野添加剤研究 Grに異動してき

たにも関わらず，ハードな技術としては見るべきもの

はなくとも，特定分野添加剤の製剤技術が，顧客ニー

ズに応え得る機能をもった独自技術であり，活用すべ

き甲社の知的財産であることに考え至ることは，必然

でもあったといえる。
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また，このような開発現場に一度は身を置いた研究

員が，特許部に異動することも多く，A 主任の構想

を，やはり研究畑出身の特許部 Bリーダーが理解して

適切なサポートを惜しまなかったことも必然だったと

いえる。

6

さらに，先に挙げた甲社の乙社とは異なる人の異動

態様も，結果的に甲社を窮地から救った。

即ち，甲社の制度では，長期の間には，状況を客観

的に把握できる A主任，C研究員のような人材が，配

属される可能性もまた高いのである。

A主任は，当初，甲社の日用品開発研究所の繊維製

品開発 Grに在籍していた。

甲社の日用品事業は，特定分野添加剤事業とは全く

事業態様が異なり，競合には，国内の総合日用品メー

カーや，世界的な巨大企業がひしめいていた。

特許出願戦略も，繊維製品開発 Grと特定添加剤研

究 Grとは全く異なる観点から行っていたので，A主

任には，特定分野添加剤研究 Grの伝統的な特許戦略

観に束縛されることがなかった。

また，C研究員は，特定分野添加剤研究 Grにあっ

ては，珍しくも製造研究の専門家であり，ポリマーの

製造研究の観点から，乙社の基本特許を解析する能力

があったために，共重合比連続分布重合法を活用して

乙社の基本特許を回避するという発想を持つことがで

きたといえる。

特許部 Bリーダーは，原料製造研究所から希望して

特許部に異動しており，特許制度の理解が深く，甲社

の特許部のレベル向上に貢献した甲社きっての特許の

専門家である。

Bリーダーは，A主任及び C研究員と連携しつつ，

甲社の前面に立って乙社の特許戦略に立ち向かい，引

く時はひき，A主任の戦略の有効性を見抜けばそれを

最大限に責めに活用するという柔軟な姿勢を貫き，甲

社の特定分野添加剤事業の窮状をぎりぎりのところで

守っており，こうありたいと思わせる知財マンとして

描かれている。

２．乙社のキャラクター

1

乙社は，甲社とは全くキャラクターが異なり，研究

者が同一分野の製造技術部門に在籍する傾向が強く，

その分野での専門性は，甲社を遥かに凌駕しており，

特許戦略にもその特徴が色濃く反映されている。

なお，乙社は，特許部が中心となって，製造ノウハ

ウの権利化を中心とする延命特許出願に大きなエネル

ギーを注いだが，研究のメインは，高機能化学品の開

発であり，延命特許出願とは別に，これらの高機能化

学品の出願も数多くしている。

原作小説によれば，乙社は，基本特許について，甲

社のような壮大な特許網を構築することはせず，死ん

だふりとも思える出願の停滞ぶりをみせつつ，甲社を

標的とした壮大な延命特許戦略を練っていた。

言い換えれば，乙社は，基本特許の一張羅で 20年間

にわたり効率的な事業防衛を行い，延命特許に投資す

ることによって次の 20年間の事業防衛を試みたとい

える。

2

しかし，一方で，乙社のそのキャラクターから生じ

た隙を，甲社によって逆に突かれてしまったともいえ

る。

即ち，乙社は，甲社の特定分野添加剤事業の直接の

競合である丙社のための原料化合物の供給者であり，

特定分野市場と結び付いた特定分野添加剤組成物自体

についての技術的知見を潤沢に擁しているとはいえ

ず，乙社のビニルポリマー事業は，丙社の用途開発事

業からの情報に大きく依存していたともいえる。

A主任は，その乙社と丙社の関係を把握して，丙社

を製剤系特許の直接の標的とし，乙社を間接的な標的

として位置付けて，特許制度を合理的に活用したとい

える。

以上のように，現実の企業も，その企業のキャラク

ターの長所・欠点が，特許戦略の構築に大きく反映さ

れうることに留意してよいと思われる。

３．自己の開発技術を守ることについて

1

甲社が，乙社との第 1 次特許攻防戦で完敗するに

至ったそもそものきっかけは，甲社が，LC 系添加剤

に対抗できる自社新規添加剤として，乙社の得意技術

の分野であるビニル系重合体である SC 系添加剤を選

択し，乙社と同じ土俵に上ってしまったことにある。

この時点で，甲社が，新規添加剤として，甲社の従

来の技術思想の延長上にある，芳香族系重合体を選択

していれば，甲社の特定分野添加剤組成物は，乙社の

LC 系添加剤と本質的に「技術思想」が異なるのであ
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るから，単なる市場の住み分けではなく，特許権上の

住み分けができ，乙社との特許戦争に巻き込まれるこ

とはなかった可能性が強い。

特許戦略の採用以前の事業戦略上の選択の当否が，

実は，安定した特許戦略を構築するための前提である

ことにも留意してよいと思われる。

2

甲社は，独自開発技術（SC系添加剤）だけを特許出

願の対象とし，購入した他社技術（LC系添加剤）の権

利化に積極的ではなかった。

そして，SC 系添加剤である物とその用途を対象と

した特許網を築いたことで，「甲社の特許網に穴はな

く，乙社とは事業・特許共に完全に住み分けている」

と考えてしまった。

このことが，乙社のように「事業・特許共に完全に

住み分けている」とは全く考えない他社の特許戦略に

足元をすくわれ，他社に対するカウンター特許がない

状況を作り出してしまった。

購入した他社技術であっても，それを開発商品に組

み込む以上，甲社にとってはかけがえのない「独自技

術」であると認識して，A主任が行ったように，用途

をうまく限定する等によって出願すれば，乙社の LC

系添加剤が特定分野添加剤として周知のレベルに達し

ていても権利化は可能なのである。

甲社の伝統的な特許戦略観と「住み分け」観には，

現実の企業も陥る場合がある。

自己の開発技術を守るために，「自己の開発技術」に

ついてどこまで目配りするかは，特許戦略を構築する

上で，極めて重要な要素になることと，

特許には安易な「住み分け」観は百害あって一理な

しと考えることには，十分に留意すべきと思う。

４．特許部の役割

乙社の延命特許戦略は製造ノウハウを基礎としてい

るので，特許部が中心となって，自社の既存技術を発

掘して，戦略の実体要素とするべく出願しており，研

究所の負担は非常に軽かったと思われる。

もちろん，製造ノウハウを他社排除の中核特許とす

るには，国内だけでなく世界各国での権利化が必要で

あり，特許費用としては類をみないほどの投資が必要

であったろうと思われる。

しかし，企業活動全体からみれば，その費用が，バ

ランスを逸するほど巨額になることは考え難く，今後

の 20年以上の事業防衛のための費用として考えれば，

コスト・バイ・パフォーマンスは低くはないであろう

し，実施許諾料収入を見越せば，IBMの特許事業に匹

敵する状況にもなろう。

乙社の特許部の活動は，企業の事業展開に直接的，

実効的に目に見えるかたちで貢献できる，1つの例と

して注目される。

また，製造ノウハウ特許を権利化するための，徹底

的な先行技術調査と，特許制度の積極的な活用は，特

許制度についての深い理解が不可欠であり，乙社の特

許部の活動は尊敬に値する。

受験時代にお世話になった格言通り，乙社は「当た

り前のことを当たり前に行った」のである。

そして，甲社の A主任と Bリーダーも，乙社の特許

戦略に恐ろしさを感じる一方で，その真正面からの正

攻法には敬意を抱いたのである。

特に，A主任は，乙社の特許戦略の解析に特許制度

の深い理解は不可欠であるとの認識に至り，B リー

ダーとの共同作業を進めるかたわらで弁理士資格を取

得している。

そして，A主任と Bリーダーの共同作業による乙社

と丙社を標的とした製剤系特許戦略を，甲社において

本当に理解していたのは一部に限られていた一方で，

その最大の理解者であったのが，実は，乙社であり，

それは A主任にとって「光栄なことだった」と，P君

は，原作小説中で A主任に語らせている。

エピローグ

筆者「甲社サイドが二枚目ばかりというのが気にかか

る」

P君「小説ですから，実際とはかけ離れていないと」

筆者「W部長は，もっと悪相，『富豪刑事』の謎の爺の

雰囲気でもいいんじゃないか」

P 君「漫画ではないんですよ。泉谷成は少し軽いし，

國村隼だと渋すぎる。

それにしても，先生，えらくマニアックな番組をご

覧になるんですね」

筆者「実はね，フ（カキョンがね･･･と言いかけて）フ

フフッ。

でも，『下町ロケット』に直木賞を先に取られて焦りは

ないかい」

P君「僕の小説は，弁護士ではなく，弁理士が活躍す

るので，最初の弁理士小説として歴史に残るんです
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よ」

アルコールのまわった二人のばか話は尽きなかっ

た。

＊＊＊＊＊＊

その後，P君から，この小説の執筆に専念するため，

弁理士登録も抹消して，日夜創作に励んでいるという

連絡が一度あったが，それきり彼からの便りは途絶え

ている。

彼の構想では，今回掲載させていただいた特許戦争

の流れに厚みをもたせるため，甲社内のどろどろの権

力闘争や，乙社と丙社の微妙な関係などのエピソード

も加えて，特許三国志の様相も呈するようだった。

筆者も，パテント誌の読者と共に，P君の小説の完

成を楽しみにして，気長に待とうと思っている。

注

(1)乙社は，LC 系添加剤を，実質的にパイオニア基本特許だけ

で LC 系添加剤市場を防衛し，甲社は，SC 系添加剤を，基本

特許と用途・製剤特許とによって壮大な特許網を構築するこ

とによって防衛しようとした。

(2)乙社は，SC 系添加剤の原料を直撃する製造ノウハウ特許出

願によって，甲社の SC 系添加剤の実施を先使用権の範囲内

に抑え込み，LC 系添加剤の新規実施を阻止しようとした。

(3)甲社は，LC 系添加剤の製剤系及び用途を直撃する製剤特許

によって，丙社の LC 系添加剤を使用した製剤の実施と乙社

のその製剤への供給を先使用権の範囲内に抑え込もうとし

た。

(原稿受領 2012. 6. 18)
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